
 

給水装置工事費及び修繕料の収納金額の端数計算について 
 

（制定 昭和 33年４月 15日局長決） 

（最近改正 平成 31 年３月 28 日） 

 

 

 給水装置工事費及び修繕料はそれぞれ 1 件ごとの合計金額において、円未満の端数のある場合

は切り捨てる。 

 

附則 

 この要領は、平成 31年４月１日から実施する。 


